
長岡京市立中学校米国短期交換留学事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市長は、長岡京市立中学校と米国の長岡京市友好姉妹都市にある中学校との親善及び交流を

通して国際理解教育を推進するため、長岡京市立中学校米国短期交換留学事業補助金（以下「補助

金」という。）を交付するものとし、その交付については長岡京市補助金等交付規則（昭和５７年長

岡京市規則第８号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 （補助対象者） 

第２条 前条に規定する補助金を受けることができる者は、長岡京市立中学校米国短期交換留学協議

会（以下「協議会」という。）とする。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助の対象とする事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 米国アーリントンの生徒を主とする訪日団の受入れに係る事業 

⑵ 長岡京市立中学校の生徒を主とする米国アーリントンへの訪米団の渡米に係る事業 

⑶ その他、第１号及び第２号事業以外で、第１条に規定する目的の達成に資すると市長が認める

事業 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助の対象とする経費は、事業を実施するために必要な講師謝礼、指導者謝礼、旅費、消耗

品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、車両及び会場借上料等とし、補助金の額は予算

の範囲内でそのつど定める。 

（交付申請） 

第５条 協議会が補助金の交付を受けようとする場合は、次に掲げる書類を添えて、長岡京市立中学

校米国短期交換留学事業補助金交付申請書（別記様式第１号）を、事業実施前に教育長を経由し市

長に提出しなければならない。 

⑴ 事業実施計画書（別記様式第２号） 

⑵ 収支予算書（別記様式第３号） 

⑶ その他市長が必要と認めた書類 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の補助金交付申請書を受け付けたときは、速やかにその適否を審査し、必要と

認めたときは、長岡京市立中学校米国短期交換留学事業補助金交付決定通知書（別記様式第４号）

により協議会に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の交付決定について、次に掲げる条件を付すものとする。 

⑴ この補助金は、この要綱に基づく補助事業以外には使用しないこと。 

⑵ 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようと

する場合は、教育長を経由し市長の承認を得ること。 

⑶ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やか

に教育長を経由し市長に報告してその指示を受けること。 

（申請の取下げ） 



第７条 協議会は、前条第 1項の規定による通知書を受領した場合において、当該申請にかかる補助

金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることが

できる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金等の交付決定はなかっ

たものとみなす。 

（変更及び承認） 

第８条 協議会がやむを得ない事情により、事業の変更をおこなう場合は、長岡京市立中学校

米国短期交換留学事業補助金変更交付申請書(別記様式第５号)に次に掲げる書類を添え

て、教育長を経由し市長に提出しなければならない。 

⑴ 変更事業実施計画書（別記様式第６号） 

⑵ 変更収支予算書（別記様式第７号） 

⑶ その他市長が必要と認めた書類 

２ 市長は、前項の補助金変更交付申請書を受け付けたときは、速やかにその適否を審査し、必要と

認めたときは、長岡京市立中学校米国短期交換留学事業補助金変更承認書（別記様式第８号）によ

り協議会に通知するものとする。 

（請求及び交付） 

第９条 市長は、事業の施行前または施行中に補助金の一部または全部を概算交付することができる。 

２ 協議会が前項の規定による補助金の交付を受けようとする場合は、概算交付請求書（別記様式第

９号）に第６条の交付決定通知書または第８条の変更承認書の写しを添付し、市長に提出しなけれ

ばならない。 

（事業の終了報告） 

第１０条 協議会は、事業の終了後長岡京市立中学校米国短期交換留学事業終了報告書（別記様式第

１０号）に次に掲げる書類を添えて、当該年度の３月末日までに教育長を経由し、市長に提出しな

ければならない。 

⑴ 事業実績報告書（別記様式第１１号） 

⑵ 収支決算書（別記様式第１２号） 

⑶ その他市長が必要と認めた書類 

（確定通知） 

第１１条 市長は、前条の終了報告書を受け付け、当該報告に係る書類の審査により、補助金交付決

定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長岡京市立中学校米国短期

交換留学事業補助金確定通知書(別記様式第１３号)により通知するものとする。 

（補助金交付取消し等） 

第１２条 補助を受ける組織が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は補助金の交付決定又は

確定を取り消すことができる。 

⑴ 補助金を目的外に使用したとき、若しくは不当に使用したと認められるとき又は使用しなかっ

たとき。 

⑵ 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。 
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⑶ 事業の実施方法が、補助金の交付の目的に添わないと認められるとき。 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は、前条の規定により補助金の取消等を行った場合について、すでに補助金が交付さ

れているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。 

 （書類の整備および保存） 

第１４条 協議会は、補助金の交付に係る関係書類を整備し、常にその状態を把握しておかなければ

ならない。 

２ 協議会は、毎年度末から起算して５年を経過する日まで、関係書類を保存しなければならない。 

 （その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 



別記様式第１号（第５条関係） 

 

 

      年   月   日 

 

長岡京市長          

              様 

 

 

申請団体住所 

            申請者団体名                

                       代 表 者 名             印 

 

 

  年度 長岡京市立中学校米国短期交換留学事業補助金交付申請書 

 

 

長岡京市立中学校米国短期交換留学事業を別紙計画書のとおり実施し

たいので、長岡京市立中学校米国短期交換留学事業補助金要綱第５条によ

り補助金の交付を申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付申請額                    円 

 

２ 添付書類    事業実施計画書 

収支予算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第２号（第５条関係） 

 

事 業 実 施 計 画 書 

１ 事業の名称  

２ 事業の目的  

３ 事業の概要  

４ 事業の実施時期  

５ 事業の実施場所等  



別記様式第３号（第５条関係） 

 

 

収 支 予 算 書 

(単位：円) 
 

収 入 

科 目 本年度予算額 前年度予算額 説       明 

市補助金 

   

計    

 

支 出 

科 目 本年度予算額 前年度予算額 説       明 

    

計    

  

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第４号（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

 

               様 

 

 長岡京市長 

 

 

 

年度 長岡京市立中学校米国短期交換留学事業補助金交付決定通知書 

 

 

 

    年  月  日付で交付申請のあった事業に対し、長岡京市立中学校

米国短期交換留学事業補助金交付要綱第６条の規定に基づき、交付決定した

ので通知します。 

 

 

記 

 

 

 

 

 

１ 交付決定額                   円 

 

 

 

 ２ 補助条件 

 

(1) この補助金は、長岡京市立中学校米国短期交換留学事業補助金交付要綱

に基づく補助事業以外には使用しないこと。 

 

(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容を変更し、又は補

助事業を中止しようとする場合は、教育長を経由し市長の承認を得るこ

と。 

 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合は、速やかに教育長を経由し市長に報告してその指示を受け

ること。 

 

 



別記様式第５号（第８条関係） 

 

 

      年   月   日 

 

長岡京市長          

              様 

 

 

申請団体住所 

            申請者団体名                

                       代 表 者 名             印 

 

 

  年度 長岡京市立中学校米国短期交換留学事業補助金変更交付申請書 

 

 

長岡京市立中学校米国短期交換留学事業を別紙のとおり変更実施した

いので、長岡京市立中学校米国短期交換留学事業補助金要綱第８条により

補助金の変更交付を申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 変更交付申請額                 円 

 

２ 添付書類    変更事業実施計画書（別記様式第６号） 

変更収支予算書（別記様式第７号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第６号（第８条関係） 

 

（事業ごとに別葉とすること。） 

 

 

 

変 更 事 業 実 施 計 画 書 

１ 事業の名称  

２ 変更の理由  

３ 事業変更内容  

４ 事業の実施時期  

５ 事業の実施場所等  



別記様式第７号（第８条関係） 

 

 

変 更 収 支 予 算 書 

(単位：円) 
 

収 入 

科 目 本年度予算額 前年度予算額 説       明 

市補助金 

   

計    

 

 

支 出 （事業ごとに別葉とすること。） 

科 目 本年度予算額 前年度予算額 説       明 

    

計    

  

 

 

 

 

 

 



別記様式第８号（第８条関係） 

 

年  月  日 

 

 

               様 

 

 長岡京市長 

 

 

 

年度 長岡京市立中学校米国短期交換留学事業補助金変更承認書 

 

 

 

    年  月  日付で変更交付申請のあった事業に対し、長岡京市立中

学校米国短期交換留学事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき、変更を承

認したので通知します。 

 

 

記 

 

 

 

 

 

１ 変更承認額                  円 

 

 ２ 既交付決定額                 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第９号（第９条関係） 

 

  年  月  日 

 

 

 

概 算 交 付 請 求 書 

 

 

長岡京市長 

       様 

 

 

                 団体名 

代表者名              印 

 

 

年度長岡京市立中学校米国短期交換留学事業補助金の概算交付を受け

たいので、長岡京市立中学校米国短期交換留学事業補助金交付要綱第９条の

規定に基づき下記のとおり請求します。 

 

記 

 

 

１  

交 付 決 定 額 請 求 金 額 

円 円 

 

２ 概算交付を必要とする理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）補助金交付決定通知書の写しを添付のこと。 

 



別記様式第１０号（第１０条関係） 

      年   月   日 

 

 

長岡京市長 

         様 

 

 

 

              団体名 

代表者名               印 

 

 

 

  年度 長岡京市立中学校米国短期交換留学事業終了報告書 

 

 

 

年度長岡京市立中学校米国短期交換留学事業補助金に係る事業を

終了したので、長岡京市立中学校米国短期交換留学事業補助金交付要綱第

１０号の規定に基づき、関係書類を添えて報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定額                  円 

２ 既交付済額                  円 

３ 添付書類    事業実績報告書（別記様式第１１号） 

収支決算書（別記様式第１２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１１号（第１０条関係） 

  （事業ごとに別葉とすること。） 

 

 

事 業 実 績 報 告 書 

１ 事業の名称  

２ 事業の目的  

３ 事業の実施期間  

４ 事業の実施場所  

５ 事業の内容  



別記様式第１２号（第１０条関係） 

 

 

収 支 決 算 書 

(単位：円) 
 

収 入 

科 目 本年度予算額 本年度決算額 説       明 

市補助金 

   

計    

 

 

支 出（事業ごとに別葉とすること。） 

科 目 本年度予算額 本年度決算額 説       明 

    

計    

  

 

 

 

 



別記様式第１３号（第１１条関係） 

 

年  月  日 

 

 

               様 

 

 長岡京市長 

 

 

 

年度 長岡京市立中学校米国短期交換留学事業補助金確定通知書 

 

 

 

    年  月  日付で交付決定した長岡京市立中学校米国短期交換留学

事業補助金について、長岡京市立中学校米国短期交換留学事業補助金交付要

綱第１１条の規定に基づき、下記のとおり交付額を確定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

 

 

 

１ 交付確定額                円 

 

  

 

 


